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平
成
二
十
六
年
春
の
特
別
展
（
四
月
十
九
日
（
土
）
〜
五
月
十
一
日
（
日
））
は
、「
高

度
成
長
の
時
代
へ
　
一
九
五
一
―
一
九
七
二
」
と
題
し
た
展
示
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

本
展
示
会
で
は
、
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の

調
印
か
ら
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）
の
沖
縄
返
還
ま
で
の
日
本
の
歩
み
を
た
ど
り

ま
し
た
。
展
示
資
料
は
全
四
十
五
点
。
う
ち
主
な
展
示
物
は
左
の
通
り
。

第
一
部
「
独
立
」
以
後
の
日
本
―
国
際
社
会
へ
の
復
帰
―

　
昭
和
二
十
六
年
九
月
八
日
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
が
調
印
さ
れ
、
翌
年
四

月
二
十
八
日
の
同
条
約
の
発
効
に
よ
り
日
本
は
主
権
を
回
復
し
ま
し
た
。第
一
部
で
は
、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
公
布
に
つ
い
て
の
御
署
名
原
本
の
ほ
か
、Ｉ
Ｍ
Ｆ（
国

際
通
貨
基
金
）
や
国
際
連
合
の
加
盟
、
世
銀
借
款
を
用
い
た
電
力
開
発
事
業
等
に
関
す

る
文
書
を
展
示
し
、
国
際
社
会
へ
の
復
帰
や
国
内
復
興
な
ど
、
新
た
な
国
家
と
し
て
再

生
を
は
か
る
日
本
の
す
が
た
を
振
り
返
り
ま
し
た
。

・
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
と
日
米
安
全
保
障
条
約

　
外
務
省
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
た
講
和
へ
の
試
み
は
、
昭
和
二
十
五
年

（
一
九
五
〇
）
の
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
で
急
速
に
具
体
化
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
吉

田
茂
首
相
は
、
早
期
講
和
の
実
現
を
は
か
る
べ
く
動
き
出
し
ま
し
た
が
、
国
内
に
お
い

て
は
、
全
面
講
和
論
と
単
独
講
和
論
と
で
世
論
が
二
分
し
、
国
会
で
激
し
い
論
戦
が
繰

り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。
一
方
、
米
国
政
府
及
び
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
日
本
政
府
と
の
間
で
は
講
和

交
渉
が
進
め
ら
れ
、
昭
和
二
十
六
年
一
月
か
ら
行
わ
れ
た
、
吉
田
首
相
と
米
国
ダ
レ
ス

国
務
長
官
と
の
会
談
等
に
よ
り
、
単
独
講
和
と
条
約
締
結
後
の
米
軍
駐
留
継
続
等
を
骨

子
と
す
る
、
講
和
条
約
及
び
日
米
安
全
保
障
条
約
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
に
つ
い

て
の
合
意
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

　
昭
和
二
十
六
年
八
月
十
一
日
、
講
和
会
議
出
席
直
前
の
第
十
一
回
国
会
に
お
け
る
吉

田
首
相
の
演
説
要
旨
「
第
十
一
回
国
会
に
お
け
る
吉
田
内
閣
総
理
大
臣
演
説
要
旨
」
に

は
、
全
権
代
表
自
ら
に
よ
る
、
講
和
条
約
の
経
緯
、
内
容
及
び
講
和
後
国
際
社
会
へ
復

帰
す
る
際
の
抱
負
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、「
日
本
国
と
日
本
国
と
の
平
和
条
約
及
び
関
係
文
書
（
条
約
第
五
号
）」「
日

本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
及
び
関
係
文
書
（
条
約
第
六
号
）」

の
公
布
原
本
（
御
署
名
原
本
）
を
展
示
し
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日
の
条
約
発

効
ま
で
の
流
れ
を
示
し
ま
し
た
。

　
こ
の
他
、「
日
本
の
自
衛
力
強
化
」「
Ｉ
Ｍ
Ｆ
加
盟
と
世
界
銀
行
借
款
」「
国
際
社
会

へ
の
復
帰
」「
南
極
観
測
へ
の
参
加
」「
日
米
安
全
保
障
条
約
の
改
定
」「
テ
レ
ビ
放
送

の
開
始
と
東
京
タ
ワ
ー
」「
公
団
住
宅
の
建
設
」「
洞
爺
丸
遭
難
事
故
」
の
項
目
を
設
け
、

関
係
資
料
を
展
示
し
ま
し
た
。

第
二
部
　
高
度
成
長
政
策
の
展
開

　
昭
和
三
十
年
代
に
は
い
る
と
、日
本
は
高
度
成
長
期
を
迎
え
ま
し
た
。
第
二
部
で
は
、

平
成
二
十
六
年
春
の
展
示
会
報
告



『
北
の
丸
』
第
47
号
　
平
成
二
十
六
年
春
の
展
示
会
報
告

二
四
二

「
国
民
所
得
倍
増
計
画
」
に
代
表
さ
れ
る
高
度
成
長
を
背
景
に
策
定
さ
れ
た
長
期
経
済

計
画
の
関
連
文
書
の
ほ
か
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
に
向
け
て
進
め
ら
れ
た
高
速
道

路
や
東
海
道
新
幹
線
の
建
設
な
ど
に
関
す
る
文
書
を
展
示
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
開
発
計
画
や
公
害
問
題
対
策
な
ど
も
取
り
上
げ
、
飛
躍
的
な
経
済
発
展
を
と
げ

た
「
現
代
」
日
本
の
成
長
の
軌
跡
を
描
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
昭
和
四
十
七
年
に
は
、
奄
美
群
島
、
小
笠
原
諸
島
に
続
き
、
沖
縄
の
返
還
が

実
現
し
ま
し
た
。
返
還
ま
で
の
過
程
を
、
関
係
文
書
や
当
時
の
内
閣
総
理
大
臣
佐
藤
榮

作
の
直
筆
日
記
と
と
も
に
た
ど
り
ま
し
た
。

・
国
民
所
得
倍
増
計
画

　
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
十
二
月
二
十
七
日
、
実
質
国
民
総
生
産
を
十
年
以
内

に
二
倍
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
「
国
民
所
得
倍
増
計
画
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し

た
。
計
画
で
は
、
輸
出
増
進
に
よ
る
外
貨
獲
得
を
主
要
な
手
段
と
し
て
、
国
民
生
産
を

倍
増
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
、
道
路
・
港
湾
・
都
市
計
画
・
下
水
・
住
宅
等
の
社
会
資
本

の
拡
充
と
失
業
の
解
消
や
社
会
保
障
・
社
会
福
祉
の
向
上
等
の
実
現
を
目
標
と
し
ま
し

た
。
ま
た
、
経
済
発
展
を
支
え
る
人
間
の
要
素
に
注
目
し
、
教
育
・
訓
練
・
科
学
技
術

の
向
上
等
を
重
視
し
ま
し
た
。
経
済
的
な
各
種
の
格
差
や
地
域
発
展
の
問
題
等
が
課
題

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
計
画
の
特
色
で
し
た
。
国
民
所
得
倍
増
計
画

の
閣
議
決
定
文
書
を
展
示
し
ま
し
た
。

　
こ
の
他
、「
農
業
基
本
法
の
制
定
」「
重
化
学
工
業
の
躍
進
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
」「
黒

部
川
第
四
発
電
所
建
設
へ
の
挑
戦
」「
鉄
道
網
の
整
備
と
新
幹
線
の
建
設
」「
高
速
道
路

の
建
設
と
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」「
日
本
経
済
の
国
際
化
」「
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
計

画
」「
日
本
万
国
博
覧
会
」「
公
害
問
題
へ
の
対
策
」「
交
通
戦
争
」「
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ

ク
」「
沖
縄
の
返
還
」
の
項
目
を
設
け
、
関
係
資
料
を
展
示
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
展
示
会
期
間
中
に
は
、
日
本
国
憲
法
の
原
本
を
特
別
に
展
示
し
ま
し
た
。

　
本
展
示
会
に
は
、
延
べ
五
、一
七
九
名
の
方
に
ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。
展
示
期

間
中
の
四
月
二
十
七
日
（
日
）
に
は
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
の

藤
原
作
弥
氏
を
講
師
に
招
き
、「
高
度
成
長
の
時
代
―
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
を
中
心

に
―
」
と
題
し
た
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
展
示
会
の
う
ち
、「
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
」「
沖
縄
の
返
還
」
に
つ
い
て

は
、
当
館
調
査
員
・
長
谷
川
貴
志
氏
が
担
当
し
ま
し
た
。


